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Ⅲ ＡＯ入試共通事項  

１ ＡＯ入試に係る留意事項について 

（１） 一つの国公立大学に入学手続を完了した場合は，それ以後にこれを取り消して他の国公立大学へ

入学手続を行うことはできません。 

（２） 本学のＡＯ入試Ⅰ，ＡＯ入試Ⅱ及びＡＯ入試Ⅲへの出願は，一つの学部・学科に限ります。 

（３） 本学のＡＯ入試Ⅰ及びＡＯ入試Ⅱに出願した者がＡＯ入試Ⅰ及びＡＯ入試Ⅱに不合格となった場

合は，本学及び他の国公立大学・学部の一般入試及び推薦入試に出願することができます。 

なお，一般入試及び推薦入試に出願する場合は，所定の手続により出願しなければなりません。 

（４） 本学のＡＯ入試Ⅲに出願した者がＡＯ入試Ⅲの第１次選抜に合格した場合は，本学の推薦入試Ⅱ

（大学入試センター試験を課す推薦入試）には出願できません。 
なお，本学のＡＯ入試Ⅲに出願した者は，不合格となった場合に備えて，本学及び他の国公立大

学・学部の一般入試に出願することができます。 
また，一般入試及び推薦入試に出願する場合は，所定の手続により出願しなければなりません。 

（５） ＡＯ入試の合格者は，特別の事情がある場合を除き，入学を辞退することはできません。 
ただし，特別の事情があり，やむを得ず入学を辞退する場合は，所定の期日までに「入学辞退願」

（合格学部・学科等名，大学受験番号及び入学を辞退する特別な理由を記載したうえで，本人が署

名・押印したもの。様式任意。）を提出し，許可を得てください。 
（６） ＡＯ入試の合格者は，所定の期日までに入学手続を行わなければなりません。 

なお，入学手続を完了した者は，前記（５）で示した入学の辞退を許可された場合を除き，本学

及び他の国公立大学・学部が実施する入学者選抜試験を受験しても合格者とはなりません。 
（７） ＡＯ入試の合格者が所定の期日までに入学手続を行わなかった場合は，合格者としての権利を消

失し，なおかつ前記（５）で示した入学の辞退を許可された場合を除き，本学及び他の国公立大学・

学部が実施する入学者選抜試験を受験しても合格者とはなりませんので，十分注意してください。 
（８） 国公立大学の一般入試における合格者決定業務を円滑に行うため，氏名，山形大学受験番号及び

大学入試センター試験の受験番号に限って，ＡＯ入試合格者及び入学手続に関する個人情報を，独

立行政法人大学入試センター及び併願先の国公立大学に送達します。 
また，本学は，入学試験に関する個人情報を次の目的のために利用し，当該情報を第三者に開示，

提供及び預託することはありません。 
① 入学者選抜試験実施のため 
② 入学手続業務のため 
③ 入試統計調査のため 
④ 就学上必要な本学での業務のため 
⑤ その他大学として必要な業務のため 

 
２ 受験上及び修学上の配慮を希望する入学志願者の事前相談について 
 本学に入学を志願する者で，病気・負傷や障害等のために受験上及び修学上の配慮を希望する者は，

入学願書の出願受付開始前にエンロールメント・マネジメント部入試課（ＴＥＬ（023）628－4141）に

相談してください。 
 なお，相談内容によっては，本学において事前の準備を必要とする場合がありますので，できるだけ

早めに相談してください（出願受付開始２週間前までに相談することが望まれます。）。 
 事前相談の詳細については，山形大学ホームページの「入試案内」でお知らせしております。 
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区 分 対 象 と な る 者 

①視 覚 障 害 

・点字による教育を受けている者 
・良い方の眼の矯正視力が0.15以下の者 

・両眼による視野について視能率による損失が90％以上の者 
・上記以外の視覚障害者 

②聴 覚 障 害 ・両耳の平均聴力レベルが60デシベル以上の者 
・上記以外の聴覚障害者 

③肢体不自由 
・体幹の機能障害により座位を保つことができない者又は困難な者 
・両上肢の機能障害が著しい者 
・上記以外の肢体不自由者 

④病 弱 ・慢性の呼吸器疾患，心臓疾患，腎臓疾患等の状態が継続して医療又は生活規 
 制を必要とする程度の者又はこれに準ずる者 

⑤発 達 障 害 ・自閉症，アスペルガー症候群，広汎性発達障害，学習障害，注意欠陥多動性 
 障害のため配慮を必要とする者 

⑥そ の 他 ・①～⑤の区分以外で配慮を必要とする者 
 
３ 入学試験情報開示について 
（１） 開示期間 平成30年５月１日～平成30年６月30日（土・日曜日，祝日を除きます。） 

受付時間は，９時から16時30分までとします。 

（２） 請 求 者 受験者本人に限ります。（代理人による請求は認めません。） 

（３） 請求方法 受験した学部の入試担当（次ページ参照）へ直接又は郵送により請求してください。

請求する際は，「平成 30 年度山形大学入学者選抜試験成績等開示申込書」（※）及び

本学受験票を提示してください。なお，郵送による場合は，受験した学部の入試担当

（次ページ参照）あての封筒の表に「○○学部入試成績開示申込み」と朱書し，「平

成30年度山形大学入学者選抜試験成績等開示申込書」，本学受験番号及び返信用封筒

（長形３号（23.5 ㎝×12 ㎝）に 402 円分の切手（簡易書留）をはって，請求者の郵

便番号・住所・氏名を記入したもの）を同封してください。 
※ 「平成 30 年度山形大学入学者選抜試験成績等開示申込書」については，山形大

学ホームページの「入試案内」から直接ダウンロードしてください。ダウンロード

については，平成30年４月中旬以降可能です。 
（４） 開示方法 受付窓口において又は郵送により開示します。 

請求のあった日の翌日以降に開示又は郵送します。 
ただし，請求の内容によっては，時間を要する場合があります。 

 
４ 山形大学の入学者の受入方針（アドミッション・ポリシー）について 
 本学の入学者の受入方針（アドミッション・ポリシー）は，「平成 30 年度山形大学入学者選抜要項」

（平成29年６月公表予定）又は山形大学ホームページの「入試案内」において公表しております。 
 
５ ＡＯ入試に関するお問い合わせについて 
 ＡＯ入試に関する事務は，各学部担当部署で取り扱います。不明な点があれば，電話又は郵送にてお

問い合わせください。なお，郵送による場合は，必要事項（送付先郵便番号・住所・氏名）を記載した

返信用封筒（所要切手添付）を同封してください（お問い合わせ先は，次ページの「６ 出願書類の提

出先及び入学者選抜に関するお問い合わせ先について」を参照してください。）。 
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６ 出願書類の提出先及び入学者選抜に関するお問い合わせ先について 
  出願書類は志願学部の担当部署（以下参照）に提出してください。 

学 部 担 当 部 署 住 所 電 話 番 号 
地 域 教 育 
文 化 学 部 入 試 担 当 〒990－8560 

山形市小白川町一丁目４－12 
(023)  628－4310 

工 学 部 入 試 担 当 〒992－8510 

 米沢市城南四丁目３－16 
(0238)  26－3013 

農 学 部 入 試 担 当 〒997－8555 

 鶴岡市若葉町１－23 
(0235)  28－2808 
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Ⅳ ＡＯ入試Ⅰ（大学入試センター試験を課さないＡＯ入試）  

 学部別募集要項細目 

 【地域教育文化学部】 

 １ 募集人員 
学科・コース名 募集人員 

地域教育文化学科 文化創生コース 25人 

 
 ２ 趣旨 

文化創生コースは，「安全かつ安心な生活」と「文化的に豊かな人生」を支え，地域の人々とともに，

多様な地域課題の解決に取り組む実践的な人材の育成を目的として「地域課題解決のスペシャリスト」

を養成します。 
文化創生コースには，次の３つのプログラムを用意します。 
①地域の健康を「こころ」と「からだ」の側面から科学的に分析し，支援できる人材を養成する「心

身健康支援プログラム」 
②地域住民が文化的に豊かな生活を構築するために，芸術的なスキルの実践を通じて貢献できる人材

を養成する「芸術文化創生プログラム」 
③大学院地域教育文化研究科文化創造専攻に進学することを前提に，６年一貫教育を行い，「音楽芸

術」「造形芸術」「スポーツ科学」分野において，スキルの更なる向上及び地域創生に貢献するため

の専門知識を養う「チャレンジプログラム」 
上記のようなコースの特色に鑑み，地域教育文化学部ではＡＯ入試を導入しています。これは，従来

の入学試験では推し量れないような資質や能力などを評価し，美術，音楽，スポーツの各領域で将来性

豊かな人材の発掘を目指したものです。 
第1次選抜は書類選抜を実施し，第２次選抜では実技検査（美術，音楽，スポーツから選択します。）

及び面接（口頭試問を含みます。）を実施します。 
第１次選抜では，地域教育文化学部で学びたい意欲と，そのために必要な実技の能力を，これまでの

活動実績や成績などをもとに調査書，志望理由書及び自己ＰＲ書から判断します。 
第２次選抜では，志願者本人に時間をかけて直接面接（口頭試問を含みます。）することにより，文

化創生コースの教育目標やアドミッション・ポリシーの理解度，目的意識，学習意欲等について評価し

ます。また，実技検査（美術，音楽，スポーツから選択します。）を実施することにより，文化創生に

関わる適性や実技の優れた能力等を測り，面接と合わせて多角的な観点から志願者の資質・能力と将来

性を評価することとします。 
 
 ３ 出願資格 
  ＡＯ入試Ⅰに出願できる者は，次のすべての要件を満たす者とします。 
 （１） 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は平成30年３月卒業見込みの者 
 （２） 合格した場合，入学することを確約できる者 
  なお，大学入試センター試験を免除します。 
 
 ４ 出願受付期間等 
 （１） 出願受付期間 
     平成29年８月21日（月）から８月25日（金）まで 

     ※持参・郵送ともに８月25日（金）まで（必着） 

     受付時間は，９時から16時30分までとします。 
     （注） 出願受付期間内に到着しない場合は受理しませんので，郵送（書留速達）の場合は，

郵送期限を考慮して余裕をもって送付してください。 
（２） 出願書類の提出先 

     地域教育文化学部入試担当（６ページ参照）に提出してください。 

－ 6 － － 7 －
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